
医療法⼈三⽔会 ⽥尻病院 ⾏動計画 

 
 
⻑時間労働の是正に関する事項を定め、⼥性が活躍できる雇⽤環境の整備を⾏うため、次の
⾏動計画を策定する。 
 
 
〇計画期間 令和 4 年 3 ⽉ 1 ⽇〜令和 9 年 2 ⽉ 28 ⽇ 
 
 
〇⽬標 従業員全体の残業時間を⽉平均 2.5 時間以内とする。 
 
 
〇取組内容・実施時期 
 令和 4 年 3 ⽉ 残業時間削減にむけた取り組みの発信を各部⾨管理職に⾏う。 
 令和 4 年 4 ⽉ 各⽉の残業時間の把握を⾏う。 
 令和 4 年 6 ⽉ 管理職の⼈事評価における⻑時間労働是正・⽣産性向上に関する評価基
準を盛り込んだ評価を開始する。 
 令和 5 年３⽉ 年間の残業時間の集計を毎年管理職に開⽰する。 
  




